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質疑応答書 

令和７年１月２７日 

 

会津若松市長  室井 照平 

            （公 印 省 略） 

 

令和７年１月２４日付けで質問のありましたことについては、下記のとおり回答します。 

 

記 

 委託業務名：史跡若松城跡ライトアップ業務委託  

（質問）  

電源事情について、高圧受変電施設または三ノ丸駐車場の仮設電源は三相 200V

で宜しかったでしょうか。 

 

（回答） 

高圧受変電施設の電源の供給電圧は、三相 200Vです。 

仮設電源を利用する場合は、受託者が電源を設置する必要があります。 

 

 

（質問） 

鶴ヶ城周辺に使用可能な水栓はございますでしょうか。 

 

（回答） 

鶴ケ城公園内に使用可能な水栓がございます。使用可能な水栓の位置について

は、別紙「水栓位置図」をご覧ください。 

ただし、水道の使用については、施設管理者である（一財）会津若松観光ビュー

ローとの協議を行い、この協議により、日時等、使用に制限がある場合があります

のでご留意ください。 

なお、公園内の水道を使用する場合は、受託者がメーターを設置し、水道使用量

に応じた料金を（一財）会津若松観光ビューローに支払うこととなります。 

 

 

（質問） 

設置作業は、日中作業可能でしょうか。 

もし制約が有る場合は、時間帯を指定してください。 
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（回答） 

 日中の作業も可能です。 

 作業日時について、現時点でお示しできる制限等はございませんが、作業スケジ

ュールについては、受託者決定後、施設管理者（（一財）会津若松観光ビューロ

ー）との協議により決定いたします。 

 

 

（質問） 

特別席に関しまして、こちらは御支給頂けるという認識でよろしいでしょうか。 

 

（回答） 

 「特別席」において使用する床几台は、発注者が設置します。 

 床几台の仕様や設置イメージ等については、要求水準書の別紙３「特別席につい

て」をご参照下さい。 

 

 

（質問） 

電源に関しまして、高圧受変電施設または三ノ丸駐車場の仮設電源内にタイマー

や漏電ブレーカー等は備え付けられておりますでしょうか。 

 

（回答） 

 高圧受変電施設について、タイマーは備え付けておりません。 

 高圧受変電施設自体のブレーカーはございますが、要求水準書により、受託者が

安全対策上必要な措置を講じることとしており、これには、本業務において設置し

た配線の必要箇所にブレーカー等を設置することも含まれております。 

 仮設電源については、前述のとおり受託者が設置することとなります。 

 

 

（質問） 

点灯式について、お借りできる資材・機材等はございますでしょうか。 

 （机・パーテーション・音響資材等） 

 

（回答） 

 点灯式に際して、発注者から支給する資材・機材等はなく、受託者において準備

いただくことになります。 

 

 


